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セイラムの魔女狩り�
―その勃発の原因と白熱化の要因を探る―

西　村　拓　望

はじめに

　1692 年 1 月中旬，アメリカのマサチューセッツ植民地にあるセイラム村で，数人の若い娘

が異常な痙攣発作に見舞われた。彼女らは次第に，村に実在する女たちが自分たちを責め苛む

と訴え始める。そしてこれを契機に，続々と多くの者が魔女として告発された。セイラムの魔

女狩りと呼ばれるこの事件では，最終的に 150 名を超える者が魔女として告発され，19 名が

処刑されることとなった。

　このセイラムの魔女狩りにおける告発者数は，アメリカで起こった過去の魔女狩りと比較し

て，異常なほど多い。セイラムの魔女狩りが起こる以前の 50 年間で，アメリカにおける魔女

容疑者の数は合計でおよそ 100 名程度であったが（1），それに対してセイラムの魔女狩りはたっ

た一年という短い期間で，150 名もの魔女容疑者を生み出しているのである。なにゆえこの魔

女狩り事件は，過去の魔女狩りにも増して白熱化し，これほどまでに多くの魔女容疑者を生み

出したのだろうか。

　この疑問を解決すべく本稿では，セイラムの魔女狩りが過去の魔女狩りと比べて過熱した，

「白熱化の要因」に着目する。従来の魔女狩り研究では，「何故起こったのか」という勃発の原

因を中心に研究が進められてきた。しかし先に見た通り，セイラムの魔女狩りにおける魔女容

疑者の数が過去の魔女狩りと比較して異常なまでに多いことを踏まえると，セイラムの魔女狩

りを研究する上では，事件が以前のものにも増して過熱していったその過程を無視することは

出来ないだろう。この過去の魔女狩りと比べた際の容疑者数の圧倒的な差は，本事件特有の性

質によって引き起こされたものだと筆者は考える。このような観点から本稿においては，第一

に白熱化の要因を明らかにする。

　白熱化の要因を探る上で，本稿ではボイヤーとニッセンボームによる政治経済的分析手法に

着目したい（2）。彼らは，当時のセイラム内に地域闘争と経済格差が存在していたことを明らか

にし，セイラム村における魔女容疑者が経済的に富んだ東部地域に暮らしていたこと，及び魔

女告発者が貧しい西部地域に暮らしていた傾向にあると主張した。彼らが主張するこの地理的
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傾向は，セイラム村の地図上においてはっきりと表されており，彼らが発見した村内における

政治経済的対立の有効性を疑う余地はない。

　上記の研究は，勃発の原因を考察したものとして他の歴史家からも基本的には高く評されて

きた。しかし，彼らのこの分析は，勃発の原因を考察するものとしては適していないと筆者は

考える。何故ならこの研究では，魔女狩り勃発の原因として，魔女狩り初期に登場する魔女容

疑者が社会的弱者である理由を克明に説明することは不可能なのである。つまり，経済的に富

んだ者が魔女容疑者として告発される傾向にあったのだとしたら，何故魔女狩り発生当時の容

疑者は社会的弱者ともいえる特徴を擁していたのだろうか。このような疑問を解明する為には，

彼らの分析が魔女狩りにおける勃発の原因を考察したものだという前提を捨てさり，セイラム

の魔女狩りにおいて政治経済的対立が果たした役割を，改めて検討する必要があるだろう。い

うなれば筆者はここに，白熱化の要因を考察する余地があると考えている。

　以上のように，白熱化の要因を解明するにはボイヤーとニッセンボームの研究を糸口にする

必要がある。これは逆説的に言わば，白熱化の要因を探ることは同時に，ボイヤーらの研究は

勃発の原因を明らかにするものではなかったという裏付けが求められるということを意味す

る。よって本稿においては，白熱化の要因を明らかにする為にもその前段階として，まずは勃

発の原因を明らかにしていく。

　勃発の原因を考察する研究は，多様な観点から為されてきた。スターキーはフロイトの理論

を用いた心理分析から，魔女狩りを少女たちのヒステリーによるものとした（3）。また発生原因

を，エルゴチズム中毒による幻覚に帰したカポラエルによる研究や（4），家父長主義に帰すカー

ルセンによる研究がある（5）。また，セイラム周辺に存在したインディアンによる社会不安を勃

発の原因とするノートンによる分析など（6），蓄積する先行研究は枚挙に暇がない。

　しかしこれらに共通していえるのは，そのいずれもが魔女狩り当時の人々の魔術観を軽視し

てしまっているということだ。勃発の原因を解明する上では，この時代における魔術観に着目

することが重要だと筆者は考える。魔女狩りにおいて，魔術観が重要な役割を果たしていた可

能性を示す研究としては，クラッカーの研究があげられる（7）。彼は豊富な裁判記録をもとに，

当時人々に恐れられていた魔術というものがいかに裁判において，重要な証拠として扱われて

いたのかを論証することに成功した。すなわちクラッカーは，裁判において魔女容疑者が，魔

術の罪をもとに裁かれていたことを発見した。しかし，ここで疑問が生じる。何故，魔術は人々

から恐れられ，裁判における重要な証拠と見なされたのだろうか。その原因としては，魔術と

いう観念を脅威と捉える近世人ならではの魔術観が影響していたと筆者は考える。よって魔女

狩りにおける勃発の原因を明らかにするには，魔女狩り当時の時代状況も踏まえ，当時の人々

が抱えていた魔術観に着目することが有効的であろう。

　以上を踏まえて第一章では，時代背景を如実に反映している聖職者たちの説教や，裁判記録
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をもとにして，当時のピューリタンの思想，とりわけ魔術に対する脅威が如何に魔女狩りの勃

発に寄与していたのかを論証する。そして第二章では，ボイヤー等の豊富な二次史料を基に，

セイラムを中心とする魔女狩り勃発地における人々の対立構造に着目し，それらが魔女狩りに

おいて如何なる役割を果たしていたのかを検討する。以上の分析により最終的に，セイラムの

魔女狩りにおける勃発の原因と白熱化の要因を明らかにすることを，本稿の目的とする。

第一章　何故セイラムの魔女狩りは起こったのか

第一節　セイラムの時代状況　

　魔女狩りの発生原因を考察する上で，当時のピューリタンたちが抱えていた危機感は重要な

判断材料となる。魔女狩りが起こった 17 世紀末，ピューリタンは，ニューイングランドの現

状が自らの理想から乖離している様を危惧していたが，この宗教にまつわる危機感は，魔女狩

りの勃発に大きく寄与していた。ゆえに本節においては，まずニューイングランドの時代状況

に目を向ける。

　魔女狩りが起こった 17 世紀末のニューイングランドは，ピューリタンとしての自覚が聖職

者により高められていた時代であった。というのもセイラムが属するニューイングランドにお

いては，教会の一員になる為に，回心体験告白というものが必要とされた。人の信仰は段階を

踏んで最終的に救いの恩寵に至り，その確信を，教会の会衆の前で信仰告白を行い説得的に言

葉で立証できるものとし，これが教会の一員となる資格審査として用いられていた（8）。ニュー

イングランドにおいては，教会員として認められる為には教会の会衆を前にして，自分がいか

に救済されたかという恩寵の経験を告白しなければならなかったのである（9）。

　ただ 17 世紀も中ごろにもなると，回心体験告白を行うことの出来ない非教会員が増加する

こととなる。そしてそれに伴い，1662 年には半途契約という制度が導入された。これは，回

心体験告白がない者でも「中途会員」として教会の一員になれるという緩和策を意味していた。

こうした状況下において，保守的な聖職者たちはあくまでも原点に拘泥した。彼らにとっての

原点とはすなわち，回心体験告白を行った自覚的な信仰を持つ信者のみで構成された，聖なる

共同体としての純粋な教会を保つことである。半途契約は必ずしも信仰の衰退を表していた訳

ではない。半途契約の導入を契機に，より多様な人々が教会の影響圏に置かれるようにもなっ

た。にもかかわらず，保守的な聖職者たちは，当初に掲げた理想と現状のニューイングランド

が乖離している事に対して危機感を抱いたことから，人々を啓発する為，エレミヤの嘆きと称

される一連の説教を行った。このエレミヤの嘆きに分類される説教には，1673 年にインクリー

ス・メイザーによる『災いの日は近い』などがあげられる。彼は，この説教において次の様に

語っている。
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　われわれの植民地は宗教の目的のために建設されたのであった。それなのに，今，われわれ

が現世への関心にとらわれて，新しい神を選んだとすれば，神の戦さが門口にさしかかってい

るのもけだし当然であろう。（中略）あたかも主は，災厄という手段によって，われらの大い

なる罪の何たるかを，悟らそうとしておられるようだ……（10）

　メイザーを筆頭に，当時の聖職者たちは危機を説いたが，こうした説教はセイラム村でも見

られた。魔女騒動が起こる以前，村の牧師であるサミュエル・パリスは，教会の重要性を強く

訴え続け，人々が教会員になる際には厳格な条件を制定した。すなわちパリスは，半途契約を

拒絶し，人々に回心体験告白を求めた（11）。彼が教会を重要視していたのは，1689 年に行われ

た次の説教から見てとれる。

　聖礼典を欠席することではなく，軽んじることこそが忌まわしく，破壊的であることを忘れ

てはならない。それゆえにあなた方は今後，聖礼典にあずからずに生きていくことはできない

が，そのような怠慢や省略によって，あなたがたの罪は必然的に増すことになるのだ（12）。

　彼らの説教に登場するここでいう「罪」とはなんなのだろうか。これに関してメイザーは，『災

いの日は近い』の中で，罪と災いの関係について次のように語っている。

　罪　一、神を礼拝することに関して，命じられた事柄をその通り正しく行わなかったことが，

この災いをもたらした主要な原因であった。（中略）諸教会がキリストの定め給うたところを

行いに移さず，神のご意思を完全かつ完璧に果たすことを怠るならば，主はその怠慢のゆえに

彼らを罰し給うであろう（13）

　このメイザーの説教に従えば，いうなれば「罪」とは，キリスト教徒として信仰心が欠落し

ている状態を指す。先の説教のように，メイザーやパリスなど，当時の保守的な聖職者たちは

教会の純粋性や回心の重要性を訴え，理想から乖離してしまった現状に危機感を抱いていた。

すなわち，ピューリタンに言わせればこれは，災いに直結する罪ともいえる状態であった。そ

して，このような危機感の中，魔術を用いたとされる者が現れたことにより，ニューイングラ

ンドの秩序を乱しかねない魔女という災いが，現実味を帯びてセイラム内に浮上してくるので

ある。1692 年時点においてピューリタンたちは，聖なる教会を実現する上で障壁となる魔女

という脅威が実際に現れた事により，今まで以上に危機感を募らせる。そして，ピューリタン

にとって脅威である魔女を排斥する為に，彼らは魔女狩りを引き起こしたのではないか。

　実際，レイによると，村の告発者の 65％（63 人中 41 人）は，教会員やパリス支持者がいる
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家庭に属しており，3 人以上を告発した積極的な告発者に限っては，76％（17 名中 13 名）が

教会の一員だったのである（14）。このように，魔女告発者の多くが保守的な教会員だったこと

からも，ピューリタンたちが，当時の宗教危機に基づいて魔女を排斥し始めたのは明らかだと

筆者は考える。

第二節　魔術の存在

　魔法使いの女は，これを生かしてはならない。という出エジプト記の記述にある通り，古く

からキリスト教徒は，占いやまじないなどの行為，いわば魔術を恐れていた。何故なら彼らに

とって魔術とは，キリスト教信仰の枠組みから外れた，得体のしれない有害な力を示していた

為である。いうなれば魔術に対する傾倒はキリスト教における「罪」であり，信仰の欠落を象

徴するものであった。

　ゆえに魔術の力を誇示した者は，ニューイングランドにおいて害をなす存在として解釈され

た。1641 年に制定されたマサチューセッツ湾自由法典では，もし男女が魔女であるならば，

その者は死刑に処せられるとの規定がある。すなわちニューイングランドにおいて魔術を用い

る者は，忌避すべき存在というよりはもはや，神の前において積極的に排除しなければならな

い存在であった（15）。

　実際に，17 世紀のニューイングランドにおいて，魔術を用いるという評判があった者，ひ

いては超人的な能力を誇示した者や超常的な現象に関与したとされる者などは，魔女としてみ

なされた。例えば，マーサ・キャリアという女性は，度々魔術を用いたとして人々の間で悪評

がたち，魔女として告発された。1692 年の 8 月には，サラ・アボットとアンドリュー・フォ

スターにより，以下の様に証言されている。

　出産を控えていたとある牛が，私たちの知る限りでは順調に出産したにもかかわらず，その

後奇妙な死に方をした。また，ある牛は奇妙で恐ろしい方法で，口から舌を出したまま森から

出てきた。このように多くの出来事があったが，マーサ・キャリアの脅しの影響でない限り，

私たちにはその理由を説明することができない（サラ・アボットによる証言）

　これまでに何度か，マーサ・キャリアが私達を傷つけたと嘆き，まるで骨が折れたり体がね

じれたりしたかのように，人々がひどく苦しめられているのを見たことがある。私たちは心の

中で，マーサ・キャリアが，魔術行為によって人々を苦しめてきたと思っている（アンドリュー・

フォスターによる証言）（16）

　地獄の女王とも呼ばれて忌み嫌われたキャリアは，こうして様々な魔術の容疑の元に裁判に
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かけられ，最終的には処刑された。また，同じく魔女として告発され，処刑に至ったジョージ・

バロウズという男も魔術を用いたとされている。彼は聖職者という立場であったが，1692 年

の 4 月に告発され，同年の 8 月に絞首刑に至った。以下は，1692 年の 4 月と 9 月に残された

裁判記録の一部である。

　本日，セイラム村のジョナサン・ウォルコットとトマス・パトナムが，両陛下の代理として，

また近隣の者数名の代理として，ウェールズのジョージ・バロウズに対し，メアリ・ウォルコッ

ト，マーシー・ルイス，アビゲイル・ウィリアムズ，アン・パトナム，エリザベス・ハバード，

スザンナ・シェルドンの身体に対して行われた，魔術の諸行為を強く疑っている。上記の者た

ちの身体に多大な損害がもたらされたとして，ここに裁判を求める

　トーマス・グリーンスリットという約 40 歳の証言者は，最近セイラムで処刑されたジョージ・

バロウズが，6 フィートもある樽，或いはそれくらいの銃を持ち上げ，右手の人差し指をその

銃の銃口に差し入れ，その指だけで銃を構えるのを見たと証言する，そしてさらにこの供述者

は，ほぼ同時にバロウズが，その片手の指 2 本を糖蜜樽の口の中に入れて，樽を取り上げ，そ

れを運ぶのを目撃した（17）

　以上のようにバロウズは，人智を超えた超常的な力を誇示していたことや魔術の容疑を以て

して人々から魔女として見なされた。

　また，セイラムの魔女狩りにおいて最初に告発されたティチューバも，魔術を行っていた。

このティチューバという女性はパリスに従事する奴隷という立場であったが，彼女は，儀式や

ハーブ，薬の調合など，独自の文化が根付くカリブ海のバルバドス島の出身である。こうした

文化は，長い間悪魔と関連づけられていた為に，セイラムの聴衆に対するティチューバの信憑

性は，彼女がカリブ・インディアンという文化的背景を持つことで，より高められた（18）。ま

た彼女は 1692 年の 2 月，恋人のジョン・インディアンと共に魔女のケーキと呼ばれる物を作っ

ていた。メアリー・シブリ―という女性の助言の下，ティチューバとジョンは悪魔にとり憑か

れた女性の尿とライムギの粉からケーキを作り，犬に食べさせていた。これは，もし少女たち

が魔術に冒されているのであれば，犬も彼女たちと同じ発作を起こすに違いないという考えか

ら出たものであった。パリスはこのケーキの事を知ると，彼女を強く責め立てた。何故なら彼

女が為した事は，まさしく魔術に該当するものだった。このように，いわばティチューバは，

魔術と捉えられうる多くの行為と関連があり，彼女はこの為に告発されたのである。現に

1692 年 2 月の裁判記録においてティチューバは，魔術の罪によって連行されたと記されており，

その翌月の尋問の際にも，「あなたは自分の国で魔術を行ったことはあるのか？」と問いただ
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されている（19）。

　以上の裁判記録からも明らかの通り，得体のしれない魔術の存在が浸透してしまえば，いわ

ばキリスト社会の秩序は乱される。ピューリタンはこのように考え，魔術を犯した者を魔女と

して絞首刑に処したのである。

第三節　裁かれた魔女たち　

　古くから魔女狩り研究では，誰それの姿をした生き霊が現われ，自分を拐かしたなどと告発

者が主張する，生霊証拠が魔女裁判における重要な証拠と主張されていた。これは当時の裁判

において，生霊証拠を証言した者が数多く存在している為である。ハンセンは生き霊証拠を，

当初から極めて説得力を持っていたものと評価しており（20），スターキーは，裁判において生

霊証拠は，被告の行動の事実的証拠として認められていたとして，これにより多くの善良な男

女が悩まされたと評している（21）。

　しかし，魔女裁判において生霊証拠は，真に重要であったのだろうか。ここでは，冒頭でも

取り上げたクラッカーの研究に着目しよう。クラッカーはまず，生霊証拠の重要性に対して異

議を唱えた。彼は，ボイヤー等を始めとする他の魔女狩り研究者が集めた史料と裁判記録を元

に，自白をせず，かつ生き霊証拠のみによって告発された被告人たちをまとめた一つの表を制

作した。そして，その表において彼は，自白をせずに生き霊証拠のみによって告発された者は，

魔女として一切処刑されていなかったことを暴いた。彼に従えば，何人かは逃亡，あるいは獄

中で亡くなってしまったものの，生き霊証拠によって告発された殆どの者は何事もなく魔女騒

動から逃れていたのである。すなわち，生き霊証拠によって告発され，かつ自白という隠れ蓑

を使わない者たちは，従来の研究で言えば周囲を最も危険に晒す特徴を持った人々であったが，

彼らは誰一人として魔女として裁かれていなかった（22）。

　しかし，生き霊証拠によって告発された者が生き延びていたその一方で，魔術を行っていた

者は魔女として裁かれた。前述した先のリストに加え，クラッカーは次いで魔術の容疑によっ

て告発された者をまとめた表を作成したが，それによると，裁判において魔術を行った者の多

くは処刑に至っていた。セイラムの魔女狩りにおいて死刑になった 20 人は，例外なく魔術の

罪を負っていたのである（23）。処刑された者の中には，生き霊証拠を寄せられていた者もいる。

しかし，生き霊証拠のみに基づいて告発された者たちが一切処刑されていないことを考慮する

と，裁判においては生き霊証拠よりも魔術行為の方を重視して，魔女容疑者を裁いていたとい

える。

　セイラムにて最初に告発されたのは，ティチューバ，セアラ・グット・，セアラ・オズバー

ンの三人である。しかし，裁判にて最初に処刑されたのは，ブリジット・ビショップという女

性であった。彼女には生霊証拠も寄せられていたが，彼女は最終的に魔術の罪により絞首刑に
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至っている。ビショップが魔術を行っていたという証拠は，当時の人々によって以下のように

証言されている。

　セイラムのブリジット・ビショップ，別名オリヴァーに雇われて，彼女が以前に住んでいた

古い家の地下室の壁を取り壊す手伝いをしたとき，われわれ供述人は，その地下室の古壁の穴

の中に，襤褸と豚の毛で作られた数箇の人形を発見した。それらの中には頭のないピンが幾本

も入っており，先端が外に突き出ていた…（24）

　こうしたピンを刺された人形は，典型的な魔術行為としての表れである。4 月に尋問を受け

る際，彼女が受けた告発は様々な魔術行為の疑惑に関するものであるとして，ビショップは「な

ぜあなたは私たちの前で魔術を行うのか？あなたの体の動きは，苦しんでいる人に影響を与え

るようだ」と，度々魔術に関して問いただされている（25）。そして最終的にビショップは，魔

術の有罪が確定し，法の定めるところにより，1692 年の 6 月に絞首刑に至った（26）。魔女狩り

において，最初期に告発された者を差し置いて最初にビショップが処刑されたのは，こうした

魔術に関する強い信憑性があったからではないだろうか。こうしたビショップの事例からも，

魔女裁判においては魔術の罪が重要視されていたのが見て取れよう。

　生霊証拠によって告発された者は，魔女として処刑されていなかった。にもかかわらず，魔

術を行ったとされた者の多くが処刑に至っている。これは，ニューイングランドにおいて魔術

が脅威とされていたことの表れであり，そうした悪しき魔術を行った者が，魔女としてみなさ

れたということである。このことからもやはりセイラムの魔女狩りは，ピューリタン信仰に基

づく，魔女排斥運動として引き起こされたものといえる。

第二章　何故セイラムの魔女狩りは白熱化したのか

第一節　セイラムタウンにおける対立

　勃発の要因は判明した。よって本章からは冒頭でも述べた様に，従来焦点を当てられてこな

かった白熱化の要因を考察していく。魔女狩りが白熱化した要因を考察する上で，セイラムに

おける村と町の関係は欠かせない。というのも，農地部分のセイラム村と町部分のセイラム町

で構成されたセイラムタウンには様々な格差が存在しており，そうした格差は，確かに魔女狩

りの白熱化に寄与していた。

23-09-169　01_西村様_2023年別冊.indd   823-09-169　01_西村様_2023年別冊.indd   8 2023/12/13   18:26:012023/12/13   18:26:01



セイラムの魔女狩り

9

図 1　当時のセイラムタウン
� 出典 : ボイヤー, ニッセンボーム（1974）

　当時，セイラム町が植民地有数の港町として栄え，その港や水路網を活かして商業に注力し，

はるかに経済的な発展を遂げていたその一方で，セイラム村は，商業に対して競争力の劣る農

産業に従事する他なかった。こうしたことから，セイラム内では経済格差が生まれ，村は町よ

りも経済的な後れを取らざるをえなかった。

　また，こうした格差は同じセイラム村内においても存在した。それを象徴しているのが，パ

トナム一族とポーター一族の存在である。セイラム村の西部を代表する名家のパトナム一族は，

1680 年頃まではセイラム村で最も裕福な一族であったが，1692 年においては，一族の長であっ

たトマス・パトナム二世の財産は，村内 105 家族のうち 16 番目にまで転落していた（27）。とい

うのも，東部の農業従事者たちがその地の利を生かして，セイラム町の市場に村の産物を供給

することによって，輸出産業の恩恵に与ることが出来た一方で，遠方の西部の農業従事者らは

その距離間から，貿易地として栄えるセイラム町の商業に関与することが困難であった（28）。

村の西部を代表するパトナム一族の経済的地位が急落していたのには，こうした背景があげら

れる。

　しかし，そんなパトナム一族とは異なり，着実に富を築いていたのがポーター一族だ。彼ら

は村の東部に居住していた為に，パトナム一族に比べて地理的な利点を持っていた。彼らはそ

の地の利を活かし，経済的に成長していくのみならず，セイラム町の商業関係者と結婚するこ

とで，着実に政治的な発展をも遂げていた。
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図 2　魔女呪術の地図
� 出典 : ボイヤー, ニッセンボーム（1974）

　本稿の冒頭でも触れた様に，ボイヤーとニッセンボームは，この政治経済的および地理的対

立が魔女狩りに起因しているのではないかと主張する。というのも彼らは，セイラム村の住民

の居住地を基に，一つの地図を作成した。（地図 2）彼らが提唱したこの地図を見ていくと，

魔女告発者は村の西部に集中し，魔女容疑者が村の東部に集中しているのがよくわかる（29）。

この図では A が魔女告発者，W が告発された魔女容疑者，D が魔女容疑者を擁護した者を示

しているが，よく見ると，魔女容疑者の内訳は東部に 12 人，西部に 2 人。魔女を告発した者

の内訳は東部に 2 人，西部に 30 人。魔女容疑者を擁護した人の内訳は東部に 24 人，西部に 5

人となっている。実際，魔女狩りにおいては，西部に居を構えるパトナム一族が魔女狩りを推

し進めたサミュエル・パリスを支持し，魔女狩りに積極的に関与していた一方で，東部のポー

ター一族は反パリス派に属し，魔女狩りには消極的な姿勢を示していた（30）。すなわち彼らの

この地図により，一つの傾向として，魔女告発者が経済的に貧相な西部に集中していたこと，

及び魔女容疑者が経済的に恵まれていた東部に集中していたことが判明した。
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図 3　セイラムタウン及びその周辺における告発者と魔女容疑者の分布
� 出典 : レイ（2008）

　しかし他方で，レイは，ボイヤーとニッセンボームが作成したこの地図には誤りがあるとし，

批判を唱える。彼は，セイラム村における魔女告発者と魔女容疑者の分布を再構成し，村の地

理的状況と経済格差について独自の見解を主張した。結果，レイは西部に 40 人，東部に 28 人

の告発者がいたとして，魔女狩りの状況は東西において，一概に偏っていたとはいえないと述

べる（31）。（地図 3）確かに，ボイヤーらが提唱した地図と比較すると，告発者の偏りはやや弱

くなっているといえる。

　またレイは，セイラム村の経済格差についても異議を述べる。彼はセイラム村の記録簿の税

率情報をもとに，魔女狩り発生直前のセイラム村の経済状況に着目した。彼によると，当時の

セイラム村の最も低い課税水準の世帯は西部に 26 世帯，東部に 13 世帯。中位の課税水準の世

帯は西部に 12 世帯，東部に 15 世帯。上位の課税水準の世帯は西部に 6 世帯，東部に 7 世帯と，

最下層の経済状況を除けば村の富の分布は均質的だという（32）。

　以上のように，レイはボイヤーらの主張に厳しく批判を寄せた。しかし，こうした彼の研究

を踏まえても，現状セイラム村における地域格差や告発者の偏りは完全には否定しきれていな

いだろう。何故なら，魔女告発者の多くはレイの修正後の地図であっても，依然として西部に

多く，また，当時の村の経済状況もやはり西部は東部と比較して劣っている。東西における最

高税率層と中間税率層の人数差は大きな違いではないだろうが，低税率層が西部に集中してい

ることを踏まえると，当時の村の経済状況はやはり重要視せざるを得ない（33）。その為，ボイヤー
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とニッセンボームの研究から，地域闘争が魔女狩りに一定の効力を発揮していた可能性は非常

に高いと言えよう。

第二節　地域闘争・内部分裂が果たした役割　

　地域闘争が魔女狩りに関与しているという考察は，セイラム近隣の町であるアンドーヴァー

の事例がそれを更に証明する。というのもセイラムの魔女狩りという事件は，あくまでもセイ

ラムタウンを中心に起こった一連の魔女狩り事件で，セイラムだけでなくその周辺の町々でも

魔女騒動を引き起こす広範囲なものであった。実際にセイラムの魔女狩りでは，およそ 25 の

地域にわたって，魔女容疑者が確認されている（34）。

　ただ，たいていの地域においてこの魔女騒動は，すぐに鎮静化しており，犠牲者も僅かであっ

た。セイラムの魔女狩りという事象において，魔女騒動が起こった 3 分の 1 以上の地域では，

起訴された人数は僅か 1 人だけで，半数以上の地域では 3 人以上起訴されることがなく，多め

に魔女が起訴されたのはグロスターの 9 件で，次に多いのはレディングの 7 件となっている（35）。

　しかしそんな中，セイラムとアンドーヴァー，この二つの地域においてのみ，とりわけ魔女

容疑者の数が多い。これはなにも，タウンの規模によるものではない。17 世紀末のアンドー

ヴァーの人口は 600 〜 700 人と推定されており，セイラム村は 600 人余り，セイラム町は

1683 人である。それに比べて，人口 7000 人近いボストンには 2 つの告発があるだけで，アンドー

ヴァーとほぼ同じ人口のウォバムでは，3 人の魔女が告発されただけであった（36）。このことか

ら，他の地域と比較してセイラムとアンドーヴァーで告発が多かったのは，決して人口比によ

るものでもないことがわかる。

　では，何故セイラムとアンドーヴァーにおいて，魔女狩りはこんなにも白熱していたのか。

この両地域の特徴としては，そこに人々の内部分裂が根付いていたという事が挙げられる（37）。

セイラムにおける対立構造は先に見た通りだが，実はアンドーヴァーでも，これに類似した対

立が見られた。その内部では，教会の設立場所を巡る人々の対立や，牧師の就任をめぐる騒動

が起きていたのである。例えば北部と南部においては，対立構造が存在した。というのも，内

紛の多くは教会を巡って起こったものであり，南部の人々は，北部に位置する集会所が自分た

ちからすれば遠く不便だと不平を漏らしていたのである（38）。

　以上のことを踏まえた上で筆者は，セイラムとアンドーヴァーの実情を，魔女狩りの発生原

因ではなく，白熱化の証明に適用する。先の通り，セイラムとアンドーヴァーにおいては人々

の対立構造が存在しており，この二つの地域でのみ，とりわけ魔女狩りが白熱化していた。こ

の事実からは，地域闘争や内部分裂こそが魔女狩りを白熱化させていたと推察出来よう。1692

年における魔女騒動自体は，多くの地域で起こる普遍的な出来事であった。故に，ボイヤーら

が見出した地域闘争それ自体は，魔女狩りの発生原因そのものではないといえる。事実，魔女
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狩りの初期における犠牲者は社会的立場の低い者たちであり，地域闘争とは無縁の人物たちが

主だった。セイラム村における最初期の犠牲者は，カリブ・インディアンのティチューバ，物

乞いのセアラ・グッド，老人のセアラ・オズバーンと，どの人物も魔女狩りにおいて真っ先に

狙われる，典型的な社会的弱者たちであった。これらのプロフィールからして，彼女らが対立

構造の中心を担うような人物だったとは考えられない。内部分裂の兆候が見え，白熱化の様相

を呈してくるのは，魔女騒動が起こった後になってからである。セイラムでは，魔女狩りによっ

て犠牲者の数が多くなると共に，犠牲者の傾向にも変化が起きてきた。ティチューバら最初の

三人が告発されて以降は，次第に土地所有者の妻といった富裕層が告発されるようになっ

た（39）。経済的な利害や地域闘争などの社会的要因が関与しているとすれば，それは後々の話

であろう。

　何も始めから，地域闘争が魔女狩りに影響を与えていたわけではないが，魔女狩りが勃発し

た地域において，そこに人々の対立構造が発生すると魔女狩りは一際白熱化する。セイラムと

アンドーヴァーの実情が，それを証明している。セイラムの魔女狩りが，アメリカにおける他

の魔女狩りと比較して白熱化していたのは，こうした地域闘争や内部分裂の為であったといえ

よう。

おわりに

　本稿では，セイラムの魔女狩りにおける勃発の原因と白熱化の要因を探った。その結果明ら

かになったのは，第一にセイラムの魔女狩りは，当時のピューリタン信仰に基づく魔女排斥運

動として引き起こされたものであったということである。とりわけ，魔女告発者の多くが保守

的な教会員だったことや，魔女容疑者らが魔術の罪により裁かれていたことは，そのことを如

実に反映している。

　そして第二に，大抵の地域において魔女騒動はすぐに鎮静化しており，犠牲者もごく僅かで

あったが，セイラムとアンドーヴァー，タウン内で地域闘争等の問題を抱えているこの二つの

地域においてのみ魔女騒動は過熱した。すなわちこれは，地域闘争に代表される，人々の対立

構造こそが白熱化のメカニズムを担っていたということだ。セイラムの魔女狩りがアメリカ最

大の魔女事件と呼ばれるまでに過熱化した背景には，こうした事情があげられる。

　従来の研究において，白熱化の要因は勃発の原因ほど脚光を浴びてこなかった。その為，ボ

イヤーらが着目した政治経済的背景は，他の歴史家から勃発の原因として取り上げられたこと

によって，勃発の原因と白熱化の要因が混同され，レイ等の歴史家からは一部批判を寄せられ

ることもあった。しかし本稿で判明したように，この二つはそれぞれ異なるものであった。勃

発と白熱化，この二つのメカニズムを混同してしまっては，セイラムの魔女狩りを誤ったまま

解釈することになるだろう。そうした意味で本研究は，今後の魔女狩り研究に対し，白熱化の
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要因を探ることの意義を提示するものであったといえる。
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『
駿
台
史
学
』　

第
一
八
〇
号
別
冊　
（
一
）-

（
一
一
）
頁
、
二
〇
二
三
年
一
二
月

　　

伊
賀
衆
の
仲
介
人
・
山
中
長
俊

小　

野　

陽　

菜

（縦組み　逆丁）

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
戦
国
織
豊
期
の
忍
び
・
伊
賀
衆
に
か
か
わ
る
「
山
中
長

俊
」
と
い
う
人
物
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
実
態
を
未
発
表
の
史
料
を
用
い
て
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

筆
者
は
戦
国
の
忍
び
・
伊
賀
衆
を
テ
ー
マ
に
卒
業
論
文
を
執
筆
し
た
。
先
行

研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、『
伊
賀
市
史（

１
）』

を
中
心
に
史
料
を
集
め
て
自
分
の
説
を

確
立
さ
せ
て
い
っ
た
。
具
体
的
に
は
、「
伊
賀
衆
」
と
は
ど
の
よ
う
な
立
場
の

者
た
ち
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
推
定
し
、
未

だ
曖
昧
な
部
分
が
多
い
「
伊
賀
惣
国
一
揆
」・「
伊
賀
惣
国
一
揆
掟
書
」
に
つ
い

て
考
察
を
行
っ
た
。
ま
た
、
織
田
家
や
甲
賀
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
研
究
し

た
。
特
に
、
織
田
家
に
関
し
て
は
伊
賀
衆
と
複
雑
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
敵
対
期
間
中
に
、
伊
賀
衆
を
傭
兵
と
し
て
雇
っ

て
い
た
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
に
雇
っ
た
側
と
し
て
記
さ
れ

て
い
た
の
が
、
柴
田
勝
家
や
後
の
豊
臣
秀
吉
で
あ
っ
た（

２
）。

そ
し
て
、
時
代
を

下
っ
て
い
く
と
、
伊
賀
衆
は
再
び
柴
田
勝
家
に
雇
わ
れ
て
活
動
し
て
い
た
こ
と

も
分
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
柴
田
勝
家
と
伊
賀
衆
を
繋
ぐ
役
割
を
担
っ
て
い
た

者
が
い
た
。
そ
の
者
こ
そ
、
山
中
長
俊
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
も
そ
も
の
山
中
長
俊
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
の
基
本
情
報
だ
が
、

斎
藤
氏
に
よ
る
と
、

　
　

�

山
中
長
俊
は
天
文
一
六
年
近
江
に
生
ま
れ
、
橘
内
と
名
乗
り
、
初
め
佐
々

木
承
禎
に
仕
え
、
後
柴
田
勝
家
・
丹
羽
長
秀
を
経
て
、
豊
臣
秀
吉
に
仕
え

た
。
天
正
末
年
か
ら
文
禄
・
慶
長
年
間
に
か
け
て
、
秀
吉
の
右
筆
・
代
官

と
し
て
活
躍
し
、
文
禄
二
年
一
〇
月
三
日
に
は
従
五
位
下
山
城
守
に
叙
任

さ
れ
て
い
る
。
慶
長
五
年
の
関
原
戦
に
は
西
軍
に
属
し
て
改
易
さ
れ
、
同

一
二
年
六
一
才
で
死
去
し
て
い
る（

３
）。

と
の
こ
と
で
あ
る
。
仕
え
る
相
手
が
よ
く
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
掲
の

【
史
料
一
】・【
史
料
二
】・【
史
料
三
】
か
ら
は
羽
柴
秀
吉
と
柴
田
勝
家
の
戦
い

に
お
い
て
柴
田
勝
家
陣
営
に
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
ギ
リ
ギ

リ
ま
で
柴
田
勝
家
に
仕
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と

を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
後
に
丹
羽
長
秀
を
経
て
は
い
る
も
の
の
、
敵
方
で
あ
っ

た
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
て
そ
の
う
え
「
右
筆
・
代
官
」
と
い
う
地
位
ま
で
任
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
代
に
お
い
て
こ
の
山
中
長
俊
と
い
う
人
物
、
斎
藤
氏
も
「
山
中

(1)
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長
俊
に
関
す
る
研
究
は
管
見
の
限
り
き
わ
め
て
少
な
い（

４
）」

と
述
べ
て
い
た
が
、

研
究
は
い
ま
だ
あ
ま
り
さ
れ
て
い
な
い
様
子
で
、
ど
の
よ
う
に
仕
え
る
人
物
を

変
え
て
い
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
詳
細
な
部
分
が
判
明
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
て
い
た
時
代
な
ら
ば
右
筆
・
代
官

と
い
う
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
が
少
な
く
と
も
分
か
っ
た
が
、
さ
て
、
柴
田
勝

家
に
仕
え
て
い
た
時
代
に
は
ど
の
よ
う
な
仕
事
を
任
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い

て
と
な
る
と
判
明
し
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
柴
田
勝
家
に
仕
え
て
い
た
時
代
の
山
中
長
俊
が
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
探
っ
て
み
る
こ
と
に
し

た
。
し
か
し
、
柴
田
勝
家
に
仕
え
て
い
た
そ
の
期
間
の
正
確
な
年
代
に
つ
い
て

さ
え
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
斎
藤
氏
の
豊
臣
期
に
お
け
る

山
中
長
俊
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
た
論
文
に
お
い
て
、
検
討
対
象
年
代
を
天

正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
以
降
に
定
め
て
い
た
こ
と
を
参
考
に
し
て
、
丹
羽
長

秀
時
代
が
含
ま
れ
て
し
ま
う
も
の
の
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
以
前
を
ひ
と

ま
ず
の
史
料
捜
索
範
囲
、
検
討
対
象
年
代
と
し
た（

５
）。

　

ま
た
、
山
中
長
俊
の
「
山
中
氏（

６
）」

と
言
え
ば
甲
賀
の
者
で
あ
り
、
そ
れ
に
関

す
る
研
究
は
さ
か
ん
で
あ
っ
た
よ
う
な
の
だ
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
一
族
で
は

な
く
あ
く
ま
で
山
中
長
俊
一
個
人
の
み
に
焦
点
を
絞
る
た
め
に
、
そ
ち
ら
の
研

究
に
は
触
れ
ず
に
進
め
て
い
く
。

一　
『
伊
賀
市
史
』
内
の
山
中
長
俊

　

こ
こ
で
は
本
論
の
前
提
と
し
て
既
存
の
史
料
集
か
ら
わ
か
る
山
中
長
俊
の
働

き
を
整
理
し
て
お
く
。
そ
の
中
で
山
中
長
俊
は
、
次
の
よ
う
に
登
場
し
て
い

た
。

　
【
史
料
一
】「
佐
久
間
盛
政
書
状
写（

７
）」

　
　

�

従
伊
賀
国
、
山
中
橘（

長
俊
）内

か
た
迄
使
者
御
座
候
、
路
次

ニ
お
ゐ
て
則
様
体
承

候
、
幸
之
義

ニ
御
座
候
条
、
能
々
御
内
存
被
仰
聞
忝
存
候
様
被
成
御
馳
走

候
て
、
御
か
へ
し
有
之
様

ニ
と
存
知
置
候
、
委
細
首
尾
吉（

長
俊
）内

可
得
御
意
候
、

此
等
之
趣
可
預
御
披
露
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

閏
正
月(

（
天
正
十
一
年
）)

十
日�

盛（
佐
久
間
）政

（
花
押
影
）

　
　
　
　
　

小
嶋
志
摩
入
道
殿（

８
）

こ
れ
は
、
天
正
一
一
年
（
一
五
八
三
）
閏
正
月
以
降
、
伊
賀
衆
が
羽
柴
秀
吉
と

柴
田
勝
家
の
対
立
に
際
し
て
柴
田
勝
家
に
味
方
し
て
い
る
事
例
に
関
す
る
史
料

で
あ
る（

９
）。「

従
伊
賀
国
、
山
中
橘（

長
俊
）内

か
た
迄
使
者
御
座
候
」
と
、
伊
賀
国
か
ら

「
山
中
橘
内
」
へ
、
つ
ま
り
、
山
中
長
俊
へ
使
者
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、「
委
細
首
尾
吉（

長
俊
）内

可
得
御
意
候
」
と
、
山
中
長
俊
が
「
委
細
首
尾
」
等
を

処
理
す
る
よ
う
な
立
場
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

ま
た
、【
史
料
一
】
と
同
じ
く
羽
柴
秀
吉
と
柴
田
勝
家
の
戦
い
に
関
す
る
次

の
書
状
に
お
い
て
、

　
【
史
料
二
】「
柴
田
勝
家
書
状
写）

（1
（

」

　
　

�

伊
賀
衆
働
之
事
、
信
楽
・
田
上
・
和
束
・
田
原
、
何
之
口
ニ
て
も
見
合
、
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火
急
ニ
行
専
一
候
、
彼
面
動
次
第
右
所
々
可
宛
行
候
、
向
後
不
可
有
相
違

候
、
得
其
意
可
申
渉
候
、
尚（

佐
久
間
盛
政
）

佐
玄
・
徳

（
徳
山
秀
現（
マ
マ
、
規
））

五
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

三
月
三
日　
　
　
　
　
　
　

勝（
柴
田
）家

（
花
押
影
）

　
　
　
　
　

山
中
橘（

長
俊
）内

殿

と
、「
伊
賀
衆
働
之
事
」
な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
最
初
の
コ
ン
タ

ク
ト
だ
け
で
な
く
伊
賀
衆
を
雇
用
す
る
う
え
で
の
交
渉
等
に
も
関
わ
る
立
場
で

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
信
楽
・
田
上
・
和
束
・
田
原
、
何
之
口
ニ
て
も
見
合
、

火
急
ニ
行
専
一
候
」
と
あ
り
、
諸
口
い
ず
れ
の
口
に
て
も
見
合
う
、
火
急
に
行

く
こ
と
が
専
一
だ
と
、
柴
田
勝
家
が
な
か
な
か
差
し
迫
っ
た
状
況
で
伊
賀
衆
を

頼
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
史
料
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

（（
（

。

　

そ
し
て
、
文
末
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
尚
佐
玄
・
徳
五
可
申
候
」
の
添
え
状

に
お
い
て
も
、

　
【
史
料
三
】「
徳
山
秀
現
・
佐
久
間
盛
政
連
署
添
状
写）

（1
（

」

　
　

�

就
伊
賀
衆
働
之
儀
、
信
楽
・
田
上
・
和
束
・
田
原
之
儀
、
調
略
共
於
令
首

尾
後
、
所
々
可
被
宛
行
候
、

幷
一
ヶ
条
御
褒
美
知
行
分
、
如
御
直
書
、
向

後
聊
不
可
有
相
違
候
、
於
両
人
不
可
如
在
候
、
其
段
被
入
念
、
才
覚
肝

煎〔
要
カ
〕候

、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　

三
月
三
日　
　
　
　
　
　
　
　

秀（
徳
山
）現

（
マ
マ
、
規
）（

花
押
影
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

盛（
佐
久
間
）政

（
花
押
影
）

　
　
　
　
　

山
橘
内
殿

御
宿
所

と
い
っ
た
よ
う
に
、「
伊
賀
衆
働
之
儀
」
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
よ
く
使
わ
れ
る
言
葉
か
も
し
れ
な
い
が
、「
入
念
」
や
「
才
覚
肝
要
」

等
、
や
は
り
伊
賀
衆
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
現
場
は
緊
張
感
の
あ
る
雰
囲
気
で

あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
た
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
史
料
よ
り
、
山
中
長
俊
は
、
重
要
な
場
面
で
伊
賀
衆
の
雇
用

に
関
わ
る
も
の
を
一
手
に
受
け
て
い
た
人
物
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

二　

柴
田
勝
家
時
代
の
二
史
料

　

柴
田
勝
家
に
仕
え
て
い
た
時
代
の
山
中
長
俊
に
つ
い
て
知
る
こ
と
の
で
き
る

史
料
を
探
し
た
結
果
、
二
つ
の
く
ず
し
字
史
料
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
そ
の
二
つ
の
史
料
を
解
読
し
て
内
容
を
読
み
取
り
、
考
察

し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
く
。

　

一
つ
目
の
史
料
は
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
の
「
柴
田
勝
家
書
状
」（【
史
料

四
】）
で
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
影
写
本
を
所
蔵
し

て
お
り
、
同
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
公
開
し
て
い
る
。
ま
た
、
底
本
は
「
伊
佐

早
謙
採
集
文
書
」
で
あ
る
が
、
今
回
は
影
写
本
の
み
を
閲
覧
し
た
。
原
文
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

　
【
史
料
四
】「
柴
田
勝
家
書
状）

（1
（

」

　
　

�

加
州
凶
徒
等
為
成
敗
令
出
馬
、
方
々
申
付
段
、
可
有
其
聞
候
、
然
者
金
澤

一
城
候
、
是
又
則
時
可
相
果
候
、
今
般
河
豊
備
可
有
如
何
旨
尋
遣
候
、
北

陸
道
平
均
之
基
此
時
候
条
、
有
異
見
以
無
二
之
覚
悟
、
被
励
手
之
様
ニ
御

才
覚
専
一
候
、
於
被
抽
忠
切（

節
）者

以
来
御
身
上
之
儀
〇

（
萬
カ
）請

取
申
候
於
委
細

者
口
状
相
含
差
越
山
中
久
蔵
候
、
猶
佐
久
間
玄
蕃
山
中
橘
内
可
申
候
、

恐
々
謹
言
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（
天
正
八
年
）

　
　
　

閏
三
月
二
十
四
日　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田
勝
家
（
花
押
）

　
　
　
　

山
田
修
理
亮
殿

　
　
　
　

若
林
宗
右
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

進
之
候

　

書
状
の
概
要
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
柴
田
勝
家
は
加
賀
国
の
凶
徒
た
ち
を
成

敗
す
る
た
め
に
出
勢
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
書
状
の
時
期
に
は
金
沢
は
一

城
の
み
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
す
ぐ
に
終
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ま

た
、
河
田
長
親
の
備
え
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
尋
ね
た
こ
と
や
、
相
手
（
宛
所

の
二
人
）
の
忠
節
を
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
使
者

は
、
山
中
久
蔵
・
佐
久
間
盛
政
・
山
中
長
俊
の
三
人
で
あ
る
。

　

続
け
て
二
つ
目
の
史
料
は
、
一
つ
目
の
史
料
「
柴
田
勝
家
書
状
」
の
添
え
状

で
あ
る
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
の
「
佐
久
間
盛
政
等
三
名
連
署
状
」（【
史
料

五
】）
で
あ
る
。
こ
の
史
料
も
「
柴
田
勝
家
書
状
」
と
同
じ
く
、
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
が
影
写
本
を
所
蔵
し
て
お
り
、
同
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
公
開
し
て

い
る
。
ま
た
、
底
本
も
同
じ
く
「
伊
佐
早
謙
採
集
文
書
」
で
あ
る
が
、
今
回
は

影
写
本
の
み
を
閲
覧
し
た
。
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
【
史
料
五
】「
佐
久
間
盛
政
等
三
名
連
署
状）

（1
（

」

　
　

�

就
登
州
御
備
之
儀
、
勝
家
以
直
書
被
申
候
、
当
表
弥
如
存
分
被
申
付
段
、

定
而
可
有
其
聞
候
、
此
刻
被
励
手
、
御
入
魂
之
様
ニ
御
異
見
肝
要
候
、
其

國
能
州
歴
面
之
衆
不
残
在
陣
候
、
其
外
何
茂
同
心
候
、
御
分
別
此
時
候
、

委
儀
山
久
蔵
可
被
申
候
、
御
存
之
儀
候
間
、
無
御
〇

（
論
ヵ
）者

御
返
答
専
一
候
、

兎
角
不
及
御
思
唯

（
惟
ヵ
）御

動
連
々
候
者
、
自
然
御
後
悔
之
儀
、
不
可
有
其
詮

候
処
、
早
速
ニ
可
有
御
馳
走
候
、
早
急
御
両
所
不
可
過
御
才
覚
候
、
御
身

上
之
儀　
　

公
儀　

修
理
亮
丈
夫
ニ
請
取
被
申
候
、
当
口
御
警
固
之
儀
被

仰
付
上
者
、
従
此
方
被
申
上
通
、
可
令
首
尾
候
、
無
二
之
御
覚
悟
旨
以
可

被
引
地
事
、
此
節
候
、
為
両
三
人
相
〇

（
尋
ヵ
）可

申
旨
候
之
間
、
如
此
候
、
旁

近
々
可
申
述
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
（
天
正
八
年
）

　
　
　

閏
三
月
廿
五
日　
　
　
　
　
　
　
　

山
中
橘
内
長
俊
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
村
聞
下
斎
宗
教
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
久
間
玄
蕃
助
盛
政
（
花
押
）

　
　
　
　

山
田
修
理
亮
殿

　
　
　
　

若
林
宗
右
衛
門
尉
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
宿
所

　

こ
の
書
状
は
、【
史
料
四
】
の
添
え
状
と
し
て
、
意
向
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
親
密
に
や
り
取
り
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
き
つ
つ
、
決
断
す
る
と

き
は
今
だ
と
し
て
能
登
国
の
備
え
に
つ
い
て
す
ぐ
に
返
答
す
る
よ
う
伝
え
て
い

る
。
ま
た
、
後
悔
は
さ
せ
な
い
こ
と
や
身
上
は
柴
田
勝
家
が
確
実
に
受
け
取
っ

た
こ
と
、
当
口
の
警
固
を
命
じ
ら
れ
た
際
の
処
理
方
法
に
つ
い
て
も
伝
え
て
い

る
。

　

端
的
に
こ
の
二
つ
の
史
料
の
内
容
を
述
べ
る
と
、「
加
州
」・「
凶
徒
」
と

い
っ
た
文
字
や
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
と
い
う
年
代
な
ど
か
ら
、
柴
田
勝

家
の
加
賀
国
平
定
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
た
。『
加
賀
市
史
』
に
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よ
る
と
、
ま
ず
、
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
八
月
、
織
田
信
長
は
越
前
を
平
定

し
た
そ
の
余
勢
を
駆
っ
て
加
賀
に
も
迫
っ
た
と
い
う）

（1
（

。
そ
の
際
に
加
賀
の
一
向

一
揆
は
敗
北
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
以
来
上
杉
謙
信
と
和
し
た
こ
と
で
、
上
杉
・

一
向
一
揆
と
織
田
信
長
の
対
立
と
い
っ
た
構
図
に
な
っ
た）

（1
（

。
そ
し
て
、
天
正
八

年
（
一
五
八
〇
）
四
月
の
停
戦
を
目
前
に
、
織
田
勢
の
柴
田
勝
家
ら
は
一
斉
に

攻
勢
を
と
り
、
た
ち
ま
ち
金
沢
御
坊
を
陥
落
さ
せ
た）

（1
（

。【
史
料
四
】
の
「
然
者

金
澤
一
城
候
、
是
又
則
時
可
相
果
候
」
と
は
、
こ
の
金
澤
御
坊
の
即
時
陥
落
の

こ
と
で
あ
り
、
相
手
に
圧
力
を
か
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
陥

落
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
効
果
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

ま
た
反
対
に
、【
史
料
四
】
か
ら
「
於
被
抽
忠
切（

節
）者

以
来
御
身
上
之
儀
〇

（
萬
カ
）請

取
申
候
」、【
史
料
五
】
か
ら
は
「
自
然
御
後
悔
之
儀
、
不
可
有
其
詮
候
処
」

「
御
身
上
之
儀　
　

公
儀　

修
理
亮
丈
夫
ニ
請
取
被
申
候
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、

た
だ
圧
力
を
か
け
る
だ
け
で
な
く
安
心
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
部
分
も
読
み
取

れ
た
。
山
中
長
俊
は
、
柴
田
勝
家
の
使
者
三
人
の
う
ち
の
一
人
と
し
て
登
場
し

て
い
た
。
使
者
と
し
て
こ
の
複
雑
な
交
渉
を
実
際
に
こ
な
し
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
交
渉
を
さ
れ
た
相
手
で
あ
る
宛
所
の
二
人
は
ど
の
よ

う
な
立
場
の
者
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
章
で
詳
し
く
述
べ
る
。

三　

山
田
修
理
亮
と
若
林
宗
右
衛
門
尉

　

前
章
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
こ
で
は
両
方
の
史
料
の
宛
所
で
あ
る
山
田
修
理
亮

殿
と
若
林
宗
右
衛
門
尉
殿
に
注
目
す
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
ど
の
よ
う
な
人

物
で
あ
っ
た
の
か
先
行
研
究
等
か
ら
は
判
明
し
な
か
っ
た
た
め
、
他
の
史
料
に

あ
た
り
自
身
で
人
物
比
定
か
ら
行
っ
た
。

　

す
る
と
「
長
尾
系
図
」
内
に
、
ま
ず
、
山
田
修
理
亮
の
文
字
を
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
た
。

　
【
史
料
六
】「
長
尾
系
図）

（1
（

」

　
　
（
前
略
）

　
　

謙
信
様
御
譜
代
古
志
之
侍
衆

　
　

長
尾
紀
伊
守

　
　

長
尾
和
泉
守

　
　

長
尾
左
馬
助

　
　

小
越
平
左
衛
門

　
　

庄
田
九
郎
三
郎

　
　

山
田
修
理
亮

　
　

百
束
左
馬
助

　
　

�

右
七
人
衆
河
田
豊
前
守
組
御
預
ケ
被
指
置
。
此
外
侍
分
八
十
騎
。
何
茂
御

譜
代
之
衆
也
。（
後
略
）

　
「
謙
信
様
御
譜
代
古
志
之
侍
衆
」
七
人
の
右
か
ら
六
人
目
で
あ
る
。
こ
の

「
謙
信
様
の
御
譜
代
の
古
志
の
侍
衆
」
は
「
古
志
長
尾
氏
侍
衆
」
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
よ
っ
て
、「
古
志
長
尾
氏
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。『
長

岡
市
史
』
に
よ
る
と
、
普
段
は
京
都
に
住
ん
で
い
た
越
後
の
守
護
で
あ
る
上
杉

氏
の
代
官
と
し
て
、
越
後
の
各
地
に
住
み
着
い
た
者
た
ち
が
存
在
し
た
が
、
そ

の
者
た
ち
の
中
で
も
最
大
の
勢
力
だ
っ
た
の
が
長
尾
氏
で
あ
っ
た）

（1
（

。
長
尾
氏
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は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
上
杉
に
従
っ
て
い
る
古
く
か
ら
の
家
臣
で
あ
り
、
室
町
時

代
を
通
し
て
各
地
に
住
み
着
き
支
配
の
核
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
の

各
地
の
中
で
も
古
志
郡
に
入
り
拠
点
を
置
い
た
景
春
と
い
う
人
物
が
古
志
長
尾

氏
の
始
ま
り
と
な
っ
た）

11
（

。
そ
し
て
、
時
代
は
進
み
戦
国
時
代
、
長
尾
景
虎
に
越

後
に
招
か
れ
た
河
田
長
親
が
古
志
長
尾
氏
を
継
ぐ
こ
と
に
な
り
、
新
た
に
古
志

長
尾
家
の
家
臣
も
多
数
加
え
ら
れ
た）

1（
（

。
つ
ま
り
、
山
田
修
理
亮
は
、
古
志
長
尾

氏
の
家
中
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
後
に
河
田
長
親
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
者
と

考
え
る
。

　

ま
た
、
山
田
修
理
亮
が
河
田
長
親
に
仕
え
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
主

張
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
、
宛
所
二
人
へ
の
理
解
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
史
料
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）

の
「
上
杉
景
勝
書
状
」
で
あ
る
（【
史
料
七
】）。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
が
影

写
本
を
所
蔵
し
て
お
り
、
同
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
上
で
公
開
し
て
い
る
。
ま
た
、

底
本
は
「
伊
佐
早
謙
採
集
文
書
」
で
あ
る
が
、
今
回
は
影
写
本
の
み
を
閲
覧
し

た
。
原
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
【
史
料
七
】「
上
杉
景
勝
書
状）

11
（

」

　
　

�

舊
冬
於
糸
魚
川
之
地
、
豊
前
守
如
兼
約
去
十
六
被
打
立
候
哉
、
無
心
許

候
、
於
届
砕
者
先
達
若
林
宗
右
衛
門
ニ
相
含
候
也
、
扨
又
爰
元
備
無
異
儀

候
、
去
十
六
日
向
高
津
及
行
、
同
廿
日
責
落
之
、
河
東
之
壱
令
破
却
得
彼

地
人
数
入
置
候
、
然
者
豊
前
守
出
勢
之
事
堅
就
約
諾
、
下
郡）

11
（

へ
遣
飛
脚
始

斎
藤
下
野
守
其
外
揚
河
北）

11
（

之
人
数
悉
相
催
二
月
上
旬
可
打
上
之
段
、
参
合

候
条
其
首
尾
無
相
違
候
様
、
異
見
簡
用
候
、
猶
萬
吉
重
而
穴
賢
〳
〵
、

　
　
（
天
正
七
年
）

　
　
　

正
月
廿
六
日
景
勝
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　

若
林
宗
右
衛
門
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　

山
田
修
理
亮
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　

小
越
平
左
衛
門
尉
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　

嶋
倉
左
馬
助
と
の
へ

　
　
　
　
　
　
　
　

小
幡
九
兵
衛
尉
と
の
へ

　

こ
の
書
状
は
、
昨
年
（
天
正
六
年
）
の
冬
に
河
田
長
親
が
一
月
一
六
日
に
出

勢
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
心
許
無
く
思
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
、
さ
ら
に
自
分
達
の
現
況
を
伝
え
つ
つ
、
下
郡
へ
飛
脚
を
遣
わ
し
て
斎
藤

下
野
守
朝
信
・
そ
の
他
揚
河
北
の
人
々
も
せ
き
た
て
る
こ
と
で
、
二
月
上
旬
に

は
戦
い
を
終
わ
ら
せ
て
参
会
す
る
予
定
だ
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
書
状
を
届
け
る
に
あ
た
っ
て
「
若
林
宗
右
衛
門
」
が
詳
細
を
伝
え

る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

端
的
に
述
べ
る
と
、
こ
の
書
状
は
「
御
館
の
乱）

11
（

」
と
関
係
し
て
い
る
も
の
で

あ
っ
た
。「
豊
前
守
」、
つ
ま
り
河
田
豊
前
守
長
親
の
状
況
を
尋
ね
て
、
念
を
押

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
宛
所
の
五
人
は
、
史
料
の
内
容
自
体
と
、
既
に
明
ら

か
に
し
た
山
田
修
理
亮
と
同
じ
く
「
長
尾
系
図
」
に
載
っ
て
い
た
「
小
越
平
左

衛
門
」
も
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
五
人
と
も
河
田
長
親
に
仕
え
て
い
た
者

た
ち
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、「
柴
田
勝
家
書
状
」
と
「
佐
久
間

盛
政
等
三
名
連
署
状
」
の
宛
所
の
も
う
一
方
、「
若
林
宗
右
衛
門
」
も
、
河
田

長
親
に
仕
え
て
い
た
者
だ
と
考
え
る
。

伊賀衆の仲介人・山中長俊 小野　陽菜

(7) (6)

23-09-169　(01)_逆丁縦組_小野様_2023年別冊.indd   623-09-169　(01)_逆丁縦組_小野様_2023年別冊.indd   6 2023/12/13   18:27:222023/12/13   18:27:22



　

ま
た
、
河
田
長
親
と
家
臣
の
関
係
性
が
分
か
る
も
の
と
し
て
、『
長
岡
市
史
』

に
よ
れ
ば
、「
越
中
の
陣
で
戦
っ
て
い
た
河
田
長
親
は
、
敵
方
の
織
田
信
長
か

ら
上
杉
氏
に
背
く
よ
う
に
誘
わ
れ
た
が
配
下
の
山
田
修
理
亮
な
ど
の
説
得
に

よ
っ
て
景
勝
を
支
援
す
る
こ
と
に
な
っ
た）

11
（

」
と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
。
特
に

山
田
修
理
亮
は
、
河
田
長
親
の
家
臣
た
ち
の
中
で
も
力
を
持
っ
て
お
り
、
説
得

を
し
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
良
い
関
係
性
を
築
い
て
い
た
人

物
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
実
際
に
、
河
田
長
親
の
側

近
と
し
て
の
働
き
や
こ
の
御
館
の
乱
に
お
け
る
功
績
が
評
価
さ
れ
て
か
、
後
に

独
立
し
た
武
将
と
し
て
の
扱
い
も
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た）

11
（

。
つ
ま
り
、
山
中
長

俊
ら
が
裏
工
作
を
行
っ
た
先
の
人
物
の
少
な
く
と
も
一
人
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
力

を
持
っ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
改
め
て
「
柴
田
勝
家
書
状
」
と
「
佐
久
間
盛
政
三

名
連
署
状
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
こ
の
二
つ
の
史
料

は
柴
田
勝
家
の
加
賀
国
平
定
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
宛
所
の
二

人
は
河
田
長
親
に
仕
え
て
い
た
者
、
上
杉
側
の
人
間
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
織
田
側
の
人
間
が
、
戦
っ
て
い
る
相
手
で
あ
る
は
ず
の
上
杉
側
の
人

間
に
送
っ
た
書
状
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
内
容
を
改
め
て
見
て
み
る

と
、「
今
般
河
豊
備
可
有
如
何
旨
尋
遣
候
」「
就
登
州
御
備
之
儀
」
と
、
本
来
は

知
る
は
ず
の
な
い
敵
側
の
準
備
状
況
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、「
御
身
上
之
儀　
　

公
儀　

修
理
亮
丈
夫
ニ
請
取
被
申
候
」
と
い
っ
た

よ
う
に
、
内
通
す
る
様
子
も
見
受
け
ら
れ
る
。「
公
議
」
は
、
こ
こ
で
は
織
田

信
長
権
力
の
こ
と
だ
と
捉
え
た
。
す
る
と
、「
織
田
信
長
権
力
」
の
柴
田
勝
家

が
「
確
実
に
」
受
け
取
っ
た
と
伝
え
た
こ
と
と
な
り
、
決
し
て
そ
の
場
限
り
で

軽
く
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。「
於
被
抽
忠
切（

節
）者

以
来
御
身

上
之
儀
〇

（
萬
カ
）請

取
申
候
」
と
、
相
手
か
ら
忠
節
を
受
け
取
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
内
通
は
相
手
を
騙
す
こ
と
で
た
だ
情
報

を
引
き
抜
く
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
人
自
体
を
引
き
抜
く
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
た
と
考
え
る
。
山
中
長
俊
を
含
む
柴
田
勝
家
か
ら
仕
事
を
任
さ
れ
て
い

る
三
名
は
、
特
に
役
割
を
持
っ
て
こ
の
戦
の
作
戦
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
読

み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
柴
田
勝
家
に
仕
え
て
い
た
時
代
の
山
中
長
俊
は
、
こ
の
よ
う
な
人

の
引
き
抜
き
、
裏
工
作
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
柴

田
勝
家
か
ら
豊
臣
秀
吉
と
い
っ
た
よ
う
に
、
敵
対
勢
力
に
属
し
て
い
た
と
い
う

経
歴
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
右
筆
と
い
っ
た
地
位
ま
で
与
え
ら
れ
て
い
た
の

は
、
そ
の
よ
う
な
能
力
が
高
く
評
価
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

お
わ
り
に

　

伊
賀
衆
と
柴
田
勝
家
の
仲
介
人
を
し
て
い
た
と
い
う
以
外
、
い
ま
だ
不
明
な

点
が
多
か
っ
た
山
中
長
俊
に
つ
い
て
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
よ
り
得
た
計
三
つ
の
く
ず
し
字
史
料
を
中
心
に
、
柴
田
勝
家
に
仕
え
て
い
た

時
代
の
活
動
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
戦
に
お
け
る
人

の
引
き
抜
き
等
の
裏
工
作
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
忍
び
の
雇

用
や
人
の
引
き
抜
き
と
い
っ
た
、
作
戦
に
深
く
関
わ
っ
て
く
る
重
要
な
仕
事
を
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任
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
柴
田
勝
家
か
ら
の
高
い
信
頼
が
読
み
取
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
今
後
の
山
中
長
俊
研
究
の
一
助
に
な
れ
れ
ば
と

考
え
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
彼
は
こ
の
よ
う
な
仕
事
だ
け
を
任
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。
ま
た
今
回
は
平
時
の
役
割
に
つ
い
て
も
全
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
加
え
て
、
山
中
長
俊
が
い
か
に
し
て
仕
え
る
者
を
変
え
て
い
た
の

か
、
変
え
た
先
で
な
ぜ
高
い
地
位
に
い
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て
等
ま
で
も
調
べ

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
今
回
は
検
討
で
き
な

か
っ
た
甲
賀
・
山
中
氏
に
関
す
る
研
究
も
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
よ
り
正
確
な
結

果
を
得
ら
れ
る
と
も
考
え
る
。

　
［
付
記
］
本
稿
は
字
数
の
関
係
で
、
卒
業
論
文
「
戦
国
織
豊
期
の
伊
賀
衆
に

つ
い
て
の
一
考
察
―
様
々
な
者
と
の
関
係
か
ら
―
」
の
第
三
章
を
中
心
に
大
幅

に
縮
小
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
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史料５：「佐久間盛政等三名連署状」（東京大学史料編纂所所蔵）

史料７：「上杉景勝書状」（東京大学史料編纂所所蔵）
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文
末
脚
注

（
１
）�　

伊
賀
市
『
伊
賀
市
史
：
資
料
編
古
代
・
中
世
』
第
四
巻
（
伊
賀
市
、

二
〇
〇
八
年
）

（
２
）�　
「
浅
井
長
政
書
状
」（『
伊
賀
市
史
：
資
料
編
古
代
・
中
世
』
第
四
巻
―
六
二
九

号
）、
伊
賀
市
前
掲
注
（
一
）
書
、
七
五
〇
貢
。

（
３
）�　

斉
藤
司
「
豊
臣
期
、
関
東
に
お
け
る
山
中
長
俊
の
動
向
」（『
立
正
史
學
』
第

六
〇
号
、
立
正
大
学
史
学
会
、
一
九
八
六
年
、
七
―
二
〇
貢
）
八
貢
。

（
４
）　

斉
藤
前
掲
注
（
三
）
論
文
、
八
貢
。

（
５
）　

斉
藤
前
掲
注
（
三
）
論
文
、
八
―
九
貢
。

（
６
）�　

石
田
晴
男
『
中
世
山
中
氏
と
甲
賀
郡
中
惣
』（
同
成
社
、
二
〇
二
一
年
）、
等

を
参
考
。

（
７
）�　
「
佐
久
間
盛
政
書
状
写
」（『
伊
賀
市
史
：
資
料
編
古
代
・
中
世
』
第
四
巻
―

六
六
五
号
）

（
８
）�　

織
田
信
孝
か
ら
伊
勢
国
神
戸
城
を
与
え
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
「
小
島
兵
部
少

輔
」
か
。［「
勢
州
軍
記
」
下
（『
続
群
書
類
従
』
第
二
十
一
輯
上�

合
戦
部�

巻

五
九
八
末
、
底
本
「
宮
内
省
図
書
寮
（
現
書
陵
部
）
所
蔵
本
」
オ
ン
ラ
イ
ン
、

「
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジLib

」、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、https://japanknow

led�
ge.com

/lib/display/?kw
=%

E5%
B0%

8F%
E5%

B3%
B6%

E5%
85%

B5%
E
9%

83%
A

8%
E
5%

B
0%

91%
E
8%

B
C
%

94&
lid=

91021V
420057

#V
24200200

（
二
〇
二
三
年
一
月
八
日
最
終
ア
ク
セ
ス
））
五
七
貢
。］

（
９
）　

伊
賀
市
前
掲
注
（
一
）
書
、
七
八
二
貢
。

（
10
）�　
「
柴
田
勝
家
書
状
写
」（『
伊
賀
市
史
：
資
料
編
古
代
・
中
世
』
第
四
巻
―

六
六
六
号
）

（
11
）�　

久
保
氏
は
、
こ
の
部
分
を
「
信
楽
口
で
も
田
上
・
和
束
・
田
原
の
ど
の
口
で

も
結
構
だ
か
ら
、
見
当
を
つ
け
て
火
急
の
行
動
が
先
決
だ
。」
と
訳
し
て
い
た
。

［
久
保
文
武
『
伊
賀
市
叢
考
』（
図
書
印
刷
同
朋
舎
、
一
九
八
六
年
）、
三
一
七

貢
。］

（
12
）�　
「
徳
山
秀
現
・
佐
久
間
盛
政
連
署
添
状
写
」（『
伊
賀
市
史
：
資
料
編
・
古
代
・

中
世
』
第
四
巻
―
六
六
七
号
）

（
13
）�　
「
柴
田
勝
家
書
状
」（
オ
ン
ラ
イ
ン
、「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所　

日
本
古
文
書

ユ
ニ
オ
ン
カ
タ
ロ
グ
」、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、https://w

w
w
ap.hi.u-tokyo.

ac.jp/ships/w
21/detail/20170217000385

（
二
〇
二
三
年
六
月
二
七
日
最

終
ア
ク
セ
ス
））

（
14
）�　
「
佐
久
間
盛
政
等
三
名
連
署
状
」（
オ
ン
ラ
イ
ン
、「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所　

日
本
古
文
書
ユ
ニ
オ
ン
カ
タ
ロ
グ
」、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、https://w

w
w
ap.

hi.u-tokyo.ac.jp/ships/w
21/detail/20170217000384

（
二
〇
二
三
年
六
月

二
七
日
最
終
ア
ク
セ
ス
））

（
15
）�　

加
賀
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
加
賀
市
史
：
通
史
』
上
巻
（
加
賀
市
役
所
、

一
九
七
八
年
）
五
一
一
貢
。

（
16
）　

加
賀
市
史
編
纂
委
員
会
前
掲
注
（
一
五
）
書
、
五
一
一
貢
。

（
17
）　

加
賀
市
史
編
纂
委
員
会
前
掲
注
（
一
五
）
書
、
五
一
二
貢
。

（
18
）�　
「
長
尾
系
図
」（『
続
群
書
類
従
』
第
六
輯
上
系
図
部
巻
一
四
六
、
底
本
「
諸
家

系
図
纂
（
巻
十
三
之
三
）」
オ
ン
ラ
イ
ン
、「
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジLib

」、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
、https://japanknow

ledge.com
/lib/display/?kw

=%
E5%

B1%
B1%

E7%
94%

B0%
E4%

BF%
A
E%

E7%
90%

86%
E4%

BA
%
A
E&

lid=
91021V

110264#V
21104100

（
二
〇
二
三
年
一
月
六
日
最
終
ア
ク
セ
ス
））

二
六
四
貢
。

（
19
）�　

長
岡
市
編
『
長
岡
市
史
：
通
史
編
』
上
巻
（
長
岡
市
、
一
九
九
六
年
）

一
七
三
貢
。

（
20
）　

長
岡
市
前
掲
注
（
一
九
）
書
、
一
七
三
―
一
七
四
貢
。

（
21
）　

長
岡
市
前
掲
注
（
一
九
）
書
、
二
六
八
―
二
七
一
貢
。

（
22
）�　
「
上
杉
景
勝
書
状
」（
オ
ン
ラ
イ
ン
、「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所　

日
本
古
文
書

ユ
ニ
オ
ン
カ
タ
ロ
グ
」、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、https://w

w
w
ap.hi.u-tokyo.

ac.jp/ships/w
21/detail/20170217000380

（
二
〇
二
三
年
六
月
二
七
日
最

伊賀衆の仲介人・山中長俊 小野　陽菜

(11) (10)

23-09-169　(01)_逆丁縦組_小野様_2023年別冊.indd   1023-09-169　(01)_逆丁縦組_小野様_2023年別冊.indd   10 2023/12/13   18:27:222023/12/13   18:27:22



終
ア
ク
セ
ス
））

（
23
）�　

こ
の
書
状
に
お
け
る
「
揚
河
北
」
に
あ
る
地
の
よ
う
で
あ
る
。［
中
川
佳
奈

「
御
館
の
乱
の
発
生
に
つ
い
て�:�

謙
信
政
権
下
で
の
景
勝
・
景
虎
の
役
割
と
そ
の

背
景
」（『
ゆ
け
む
り
史
学
』
創
刊
号
、
二
〇
〇
七
年
、
一
五
―
二
一
貢
、
オ
ン

ラ
イ
ン
、「
別
府
大
学
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
」、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
トhttp://repo.

beppu-u.ac.jp/m
odules/xoonips/detail.php?id=ys00104

（
二
〇
二
三
年

一
月
七
日
最
終
ア
ク
セ
ス
）
博
士
論
文
）
二
〇
貢
。］

（
24
）�　

現
在
の
北
蒲
原
郡
・
岩
船
郡
に
相
当
す
る
阿
賀
野
川
が
当
時
揚
河
と
呼
ば
れ
、

そ
れ
よ
り
北
が
揚
北
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
に
か
ま
え
る
鎌
倉
期
以
来
の
国
人
た
ち

に
よ
る
「
揚
北
衆
」
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
た
。［
佐
藤
博
信
「
戦
国
大
名

の
形
成
過
程
―
越
後
国
の
場
合
―
」（
阿
部
洋
輔
編
『
戦
国
大
名
論
集
九
：
上
杉

氏
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
一
九
五
―
二
三
六
貢
）
二
〇
六

貢
。］

（
25
）�　

上
杉
景
勝
と
上
杉
景
虎
が
上
杉
謙
信
の
後
継
者
の
座
を
争
っ
た
戦
い
。（
長
岡

市
前
掲
注
（
一
九
）
書
、
二
七
三
―
二
七
四
貢
。）

（
26
）　

長
岡
市
前
掲
注
（
一
九
）
書
、
二
七
五
貢
。

（
27
）　

長
岡
市
前
掲
注
（
一
九
）
書
、
二
七
八
―
二
七
九
貢
。

伊賀衆の仲介人・山中長俊 小野　陽菜

(11) (10)

23-09-169　(01)_逆丁縦組_小野様_2023年別冊.indd   1123-09-169　(01)_逆丁縦組_小野様_2023年別冊.indd   11 2023/12/13   18:27:222023/12/13   18:27:22



　　執筆者紹介（目次順）

　西　村　拓　望　　（2022 年度駿台史学会賞受賞者）

　小　野　陽　菜　　（2022 年度駿台史学会賞受賞者）

連 絡 先

ご意見・ご質問は，sundai@meiji.ac.jp までお寄せください。

駿　台　史　学　第180 号別冊
2023 年 12 月 18 日　印刷
2023 年 12 月 21 日　発行

編 集 兼
発 行 者 駿　　台　　史　　学　　会
〒101-8301　東京都千代田区神田駿河台 1-1

明治大学文学部共同研究室
電話　03（3296）2258
振替　00120 - 3 - 121661

印 刷 者　㈱ 　 丸 　 井 　 工 　 文 　 社

駿台史学会会則

第１条　�本会は駿台史学会と称し，1951 年 11 月 24 日に設立された。所在地を東京都千代田区

神田駿河台 1-1 明治大学文学部共同研究室内とする。

第２条　�本会は史学，地理学の研究と普及につとめ，併せて会員相互の親睦を計ることを目的

とする。

第３条　前条の目的を達成するために次の事業を行う。

　　　　⑴　研究会・講演会の開催

　　　　⑵　学会誌，その他刊行物の発行

　　　　⑶　研究資料の交換

　　　　⑷　その他必要なる事項

第４条　�本会の目的に賛同し，規定の会費を納めるものを会員とする。会員は，会誌に投稿す

ることができる。なお，名誉会員を置くことができる。

第５条　�本会の役員は会長１名，幹事長１名，幹事若干名，会計監査２名とする。役員は総会

において会員中より選出する。

第６条　役員の任期は１年とし再選を妨げない。

第７条　�総会は毎年１回行う。ただし幹事会において必要と認めた時は臨時にこれを開く。総

会においては役員の選出，前年度事業および決算の報告，ならびに予算その他重要な

案件について審議を行う。

第８条　�会費は年額 3,000 円とする。ただし，幹事会員は 5,000 円とする。なお，名誉会員の会

費は免除する。

第９条　会則の変更は総会において出席者の過半数の同意を得て行う。

［付則］　本会則は 2019 年 12 月７日より施行する。 学会ホームページ：https://www.sundaishigakukai.com/

お問合せメールアドレス：sundai@meiji.ac.jp

編　集　後　記

　『駿台史学』180 号別冊をお届けします。
　本誌とは違い、別冊は原稿募集・執筆者の選定・
ページ数の調整等を企画委員会で行っています。そ
の経緯は 170 号別冊に書かれているとおりで、駿台
史学会賞受賞者を中心とした各専攻の優秀卒論・修
論執筆者について、発表会とともに刊行の機会を提
供しています。発表会は 2023 年 7 月 1 日にオンラ
イン形式で行い、全ての専攻から 7 人の報告者を迎
えました。学部生を含め参加者は最大 50 名となり、
活発な議論が行われました。発表会に比べ、別冊の

方は文字数制限が厳しく、査読付きとなる本誌への
投稿をめざす対象者も多く、まだまだ定着しきれて
いないところもあります。公刊への重要な機会とし
て守っていければと考えておりますので、今後とも
どうぞよろしくお願いいたします。
　なお、実際の原稿取りまとめ、印刷所との折衝や
原稿受け渡しは、事務局の里舘翔大さんが滞りなく
行ってくれたことを申し添えます。細かい対応に感
謝いたします。
� 　（荒又美陽）


